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Ⅰ 対象事業所活動の概要 

 
1) 事 業 者 名   株式会社 アイ・レック 
 
2) 代 表 者 名   代表取締役 池村 博海 

 
3) 所 在 地         
 

本社 〒321-0971   宇都宮市海道町 652 番地 2 
       横山倉庫 〒320-0005  宇都宮市横山 2 丁目 611-18 

上三川太陽光発電所 〒329-0661   河内郡上三川町大字上三川 1566-1 
柳田太陽光発電所 〒321-4361   真岡市並木町 4-5-3 

 
4) 事 業 の 内 容    防水工事業 外壁改修工事業 

太陽光発電事業  アスベスト除去作業 
ソ－ラ－ＪＥＴ脱気筒の販売・施工               

               ＊ソ－ラ－ＪＥＴ脱気筒は、付帯のソ－ラ－により換気ファンを起動し、 
防水層内に新鮮な空気を送り、躯体の湿気と熱を取り、 
建物の長寿命化と省エネを図る装置です。 

 

5) 沿 革     創 業    昭和 53 年 5 月 
法人設立    昭和 55 年 5 月 

 
6) 事 業 の 規 模         資 本 金  3,450 万円 

売 上 高   4.43 億円 
従業員数      8 名 

            本社 敷地面積   1310.89 ㎡  
         横山倉庫敷地面積   224.23 ㎡ 
       上三川太陽光発電所  敷地面積 2684 ㎡   出力容量  46.4kW×3  

柳田太陽光発電所 敷地面積 477.85 ㎡ 出力容量  47.3kW  
 

7) EA21 活動組織          環境管理責任者    佐藤 壽高 
EA21 事務局     佐藤 壽高 
連絡先 Tel  028-613-1066   Fax  028-613-1067  

 
＊上記の全組織・全活動が認証登録の対象範囲である。 

 

建設業の許可 
許可番号 栃木県知事 許可(特－4)第 13365 号 

建設業の種類 建築・左官・とび土工・屋根 

・塗装・防水・内装仕上・解体 
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Ⅱ. 環境経営方針 

 
環境問題の急激な深刻化に伴い、企業はもはや、環境に配慮して営業することが 

「社会貢献の一つ」という位置づけから、「企業の業績を左右する重要な要素」と 
なってきました。 
また「グリーン購入法」の制定などもあり、わが社は、防水工事業、外壁改修工事業、 

環境負荷低減に資する製品の拡販を企業の 3本柱として、 

「環境から拓く 新たなゆたかさへの道」を環境基本計画のスローガンとし、 
全員が一丸となり環境経営の継続的改善を推進するとともに、以下の環境対策に 
取り組みます。 

     ・二酸化炭素排出量の削減 
(総エネルギー投入量の削減) 

 
・総排水量の削減 

(水使用量の削減) 
 

・廃棄物等排出量の削減 
(産業廃棄物発生の削減) 

 
・環境負荷低減に資する製品の販売拡大  

(防水層内エアコントロールシステムの販売) 

【ソーラーJET脱気筒・吸気筒・通気材コアコーン】 

 
・関連法令等の遵守 

 
      ・地域社会への貢献 

   
 

令和 5 年 1 月 15 日 
株式会社アイ･レック 
代表取締役  池村 博海 
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Ⅲ 環境経営目標(中期目標)(42 期～44 期) 

項目 単位 

基準 目標 

41 期 
（R1/11/1～
R2/10/31） 

実績 

42 期 
（R2/11/1～
R3/10/31） 

43 期 
（R3/11/1～
R4/10/31） 

44 期 
（R4/11/1～
R5/10/31） 

基準比 
－1％ 

基準比 
－2％ 

基準比 
－3％ 

光熱使用
量削減 

購入電力 kWh  現状把握  
9657 

現状把握値－2％ 
9464 

現状把握値－3％ 
9367 

ガソリン L 11581 11465 11349 11233 

二酸化炭素

排出量削減 
合計 kg-co2  現状把握 

30136 
現状把握値－2％ 

29534 
現状把握値－3％ 

29232 

建設産業
廃棄物排
出量削減 

廃油 L 800 792 784 776 

建設産業廃棄物 m3 123 122 121 120 

水使用量削減 m3 58 57 57 56 

化学物質使用量削減 
＊指定された工事仕様によるため、自社では削減が難しいことから、化学物質の

適正な取扱や保管の管理を取組として推進していく。 

グリ－ン 
購入 

再生コピ－用紙の購

入 ％ 100 100 100 100 

環境負荷低

減に資する

製品の拡販 

ソ－ラ－ＪＥＴ 
脱気筒 基 16 41 期+1% 

16 
41 期+2% 

16 
41 期+3% 

16 
ソ－ラ－ＪＥＴ用 

吸気筒 基 12 41 期+1% 
12 

41 期+2% 
12 

41 期+3% 
12 

防水層内通気材 
コアコーン 本 64 41 期+1% 

65 
41 期+2% 

65 
41 期+3% 

66 

省資源 施工歩留向上 
（材料量／施工面積） kg/ ㎡ 2.40 41 期－1% 

2.38 
41 期－2% 

2.35 
41 期－3% 

2.33 

＊令和 3 年 1 月に本社が新社屋に移転したため、42 期の購入電力と二酸化炭素排出量の目標は現状把握

とした。 
＊購入電力の排出係数は、R3 年１月公表の東京電力エナジーパートナーの 0.442 を使用する。 
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Ⅳ 環境経営目標とその実績(中期目標)( 42 期～44 期) 

項目 単位 
基準 
41 期 
実績 

42 期 
（R2/11/1～R3/10/31） 

43 期 
（R3/11/1～R4/10/31） 

44 期 
(R4/11/1～R5/10/31） 43 期 

目標 
基準比 
－1％ 

実績 
目標 
基準比 
－2％ 

実績 
目標 

基準比 
－3％ 

実績 目標と

の差 

光熱使用量削減 

電力 kWh 13328 現状把握 

 

9657 

 
9464 10,223 9367  現状把握 

ガソリン L 11581 

 
11465 11144 11349 10,198 11233  -1,151 

二酸化炭素排出量削減 

合計 kg-co2 33025 現状把握 

30882 

 

 

30136 29534 28,211 29232  現状把握 

建設産業廃棄物排出量削減 

廃油 L 800 792 2600 784 800 776  +16.0 

建設産業廃棄物 m3 123.4 122.2 123.7 120.9 91.0 119.7  －29.9 

水使用量削減 m3 58 57 81 57 33 56  －23.8 

化学物質使用
量削減 

＊指定された工事仕様によるため、自社では削減が難しいことから、化学物質の適正な取扱や保管

の管理を取組として推進していく。 

グリ－ン購入再生コピ－用紙の購入 

再生コピ－用紙

の購入 ％ 100 100 100 100 100 100  0 

環境負荷低減に資する製品の拡販 

ソ－ラ－ＪＥＴ 
脱気筒 基 16 

41 期
+1% 

16 
84 

41 期
+2% 

16 
37 

41 期
+3% 

16 
 +21 

ソ－ラ－ＪＥＴ

用吸気筒 基 12 
41 期
+1% 

12 
141 

41 期
+2% 

12 
30 

41 期
+3% 

12 
 +18 

防水層内通気材 
コアコーン 本 64 

41 期
+1% 

65 
441 

41 期
+2% 

65 
74 

41 期
+3% 

66 
 +9 

省資源 
施工歩留向上 
（材料量／施工

面積） 

kg/ 
㎡ 2.40 

41 期
－1% 
2.38 

2.31 
41 期
－2% 
2.35 

1.89 
41 期 
－3% 
2.33 

 －0.5 

 
［参考］二酸化炭素排出量の推移         

 40 期 41 期 42 期 43 期 
購入電力排出係数 0.462 0.462 0.442 0.442 

kg-CO2 29188 33025 30136 28,211 
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代表取締役 

池村博海 

EA21 事務局  佐藤壽高

（環境管理責任者） 
 

外壁改修工事事業部 防水工事事業部 総務部 

   相談役 

池村 喜夫 

Ⅴ EA21実施体制 

 

 

 

 

 

 

                                                    

役割、責任                                   8名   

社長  

 

・環境方針を制定する。 

・推進に必要な要員、技術、資金等を準備する。 

・環境経営システムに必要な文書及び記録を承認する。 

・教育訓練の実施リーダー 

・環境経営システム全体の評価と見直しを行う。 

・経営における課題とチャンスを明確にする。 

 

EA21事務局 

環境管理責任者 

・環境関連法規の取りまとめ、最新チェック及び遵守状況を確認する。 

・環境経営システムの取組の実行責任者として活動を推進する。 

・外部からの苦情や要望を受付ける窓口 

・文書、記録を管理する。 

・各部署からの報告、記録等をまとめて、環境管理責任者へ報告する。 

 

各部門長 ・担当部署の活動計画の策定と推進 

・実施状況、達成状況を把握し、環境管理責任者へ報告する 
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Ⅵ 環境経営計画の内容と実施評価 

環境方針
等 部 環境目標等 活動計画 

実
施
評
価 

二酸化炭
素排出量 
の削減 

 

総
務 購入電力の削減 

・必要なところだけ点灯、こまめな消灯を行なう。 
・エアコンの温度は原則夏 28℃冬 22℃に設定する。 
・エアコンのフィルタ－の清掃（シーズン中は週に１回）。 

〇 

部
署 

車両用燃料使用
量の削減 

・「エコドライブ 10 のすすめ」を遵守する。 
・チェックリストにより遵守状況を確認する。 
・「車両運行管理表」によるエコドライブの意識向上を図る。 
・「車両運行管理集計表」により次回車両購入の参考資料とする。 

〇 

建設廃棄
物排出量 
の削減 

総
務 ごみの分別徹底 

・紙くず、ダンボ－ル等は資源物として分別し処理する。 
・シュレッダ－の使用は機密文書に限る。 
・裏紙使用等の再利用に心掛ける。 

〇 

工
事
部 

廃油の削減 
・なるべく現場で使い切るようにする。 
・残材は次回に使えるよう養生して保管する。 

 
〇 

建設産業廃棄物
の削減 

・材料を正確に計算し、余剰数量の発注をなくす。 
・やむなく発生した余剰材料は次回工事に引き当てる。 
・体積が小さくなるように工夫して保管する。 

〇 

総排水量
の削減 

総
務 

水使用量の削減 

・ムダにならないようにでるだけ流量を絞って使用する。 
・流しっ放しにしない。 
・パッキンの劣化等により止水が完全で無いときはすぐパッキン交

換等の修理を行なう。 
・配管からの漏れに注意する。 

〇 

浄化槽の管理 ・浄化槽の保守管理をティ･ｱｰﾙ･ｼ-に委託する。 
・点検報告書の内容を確認（年 4 回）し、ファイルする。 〇 

化学物質
の管理の
徹底 

工
事
部 

化学物質の管理
の徹底 

・材料のＳＤＳを入手する。 
・ＳＤＳから商品ごとの成分や関係法令を調べる。 
・一覧表からＰＲＴＲ対象物質の使用量を把握する。 
・ＳＤＳから得られる取り扱い上の注意等を周知する。 
・引火物は火気の無いところに保管する。 

〇 

グリ－ン
購入 

総
務 

再生コピ－用紙
の使用 

・再生コピ－用紙の 100％使用を継続していく。 
〇 

エコマ－ク商品
の購入 

・事務用品等は値段があえばできるだけエコマ－ク商品を購入に心
掛けていく。 〇 

環境負荷
低減に資
する製品
の拡販 

工
事
部 

ソ－ラ－ＪＥＴ脱

気筒 

・環境関連イベントへの積極的参加する。 
・営業社員の教育（習熟目標による）を図る。 
・施工後のお客様へのアフタ－サービスを徹底する。 
・販売開拓の営業に努める。 

〇 

省資源 
工
事
部 

施工歩留向上 

・材料を正確に計算し、余剰数量をなくす。 
・材料はまず総量の 90%位を発注し、工事の進行状況を把握しな
がら不足分を発注する。 

・データを記録する。 

〇 

環境法令
等の遵守 

全
部
署 

別途の「環境関
連法規等の取り
まとめ」に取り

上げた事項 

・「環境関連法規等の取りまとめ」に記載の事項を遵守する。 
・遵守の結果を「環境関連法規等の遵守状況のチェック結果」に記

録する。 〇 

地域社会
への貢献 

全
部
署 

地域社会とのか
かわりを密接に

する 

・催し物へ積極的に参加する。 
・車両など必要機器の貸与、提出をする。 
・相応な寄附金の納付に協力する。 
・会社周辺の草刈・清掃を実施する。 

〇 

(実施評価区分) 〇よくできた △一部出来ていない ×できていない 
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Ⅶ 環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況、及びその評価 

環境目標 目標との 
差異 評価 今後の取組 

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減 

購入電力（kWh） 
現状把握 

前期 9657 
今期 

10223 

42 期から 44 期は本社移転により中期

環境経営目標の現状把握値を設定しな

おす為、目標設定はないが前期に対し

5.86％増加している。 
本社設備本格稼働になってきたので前

期より増加しているが現状把握として

の正常値と思われる。 

引き続き、今後も節電を

継続していく。 

ガソリン(L) 
 目標値 11349L 

－1151 
(－10.14%) 

目標に対し 10.14％減少し目標達成。 
その要因は、走行距離合計が 42 期と
比較し－10613ｋｍと若干減少した
事と、42 期平均燃費 15.1ｋｍ/Ｌか
ら 43 期平均 15.5ｋｍ/Ｌと前期を上
回っており、皆のエコドライブへの
取組意識も高く問題なしと考えられ
る。 

引き続き各車両の燃費デ

－タを見ながら取組を継

続していく。 

（kg） 

前期 30136 
今期 

28211) 

42 期から 44 期はは本社移転により中

期環境経営目標の現状把握値を設定し

なおす為、目標設定はないが前期に対

し 6.39％減少している。 
ガソリン単体の二酸化炭素排出量も前

期に対し .8.48%減少しているので取

組は問題なしと考えられる。 

引き続き、電力、ガソリ

ン削減の取組を継続して

いく。 

建 設 産 業

廃 棄 物 排

出量削減 

廃油（L） 
目標 784L 

+16 
(+2.04％) 

目標に対し 2.04％増加し目標未達成。 
液体状の使用材料の増加要因と思われ

る。 
定期的に使用する材料メーカー以外の

材料を指定されることが多かった為、

使用期限切れ、開封済み材料ロスが生

まれてしまった。 

倉庫整理の際、材料の先

入、先出の並び替えを行

い、材料の在庫を先に使

い切り使用期限切れ、開

封済みのロスをなくし、

なるべく、定番の材料が

使用できるよう提案をし

ていく。 

建設産業廃

棄物（ｍ3） 
目標 121 ㎥ －29.9 

(－24.75％) 

目標に対し－24.75％削減し目標達成。 
ゴミの削減、産業廃棄物コストの圧縮、

資源のリサイクルの意識は評価でき

る。 

引き続き分別により 
廃棄物量、処分コストの

圧縮に努める。 

水使用量の削減（ｍ3） 
目標値 57 ㎥ 

－23.8 
(－41.94％) 

目標に対し 41.94％削減し、 
目標達成。 
節水意識の高まりと共に社屋、設備も

新しくなりハード面での節水効果も出

ていると思われる。 
 

引き続き、今後も節水を

継続していく。 

グリ－ン 
購入 

再生コピ－-
用紙の購入 0 

継続して達成できている。 このまま継続する。 
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環 境 負 荷

低 減 に 資

す る 製 品

の拡販 

ソーラーＪ

ＥＴ脱気筒

（基） 
目標 16 基 +21 

(+126.72%) 

目標に対し+21 基・+126.72％で目標
達成。 
日本防水開発協議会組合員が設計折
込してくれた物件からの発注があっ
た為。 
地道な営業活動や設計協力が実を結
んできた結果だと思われる。 

引き続き防水メーカー

の取扱商材として、自社

開発の工法として、全国

展開で拡販を進めると

共に、ソーラーJET 脱気

筒単独での拡販も検討

する。 
ソーラーＪ

ＥＴ吸気筒

（基） 
目標 12 基 

+18 
(+145.1%) 

目標に対し+18 基・+145.1％で目標達
成。 
上記とセットで使用する商品の為、同
じ理由による。 
 

上記と共に内製化の取

組みを検討しており、構

造を見直す事により施

工の省力化、製造、施工

共にコストダウンを目

指す。 
防水層内通

気材コアコ

ーン(本) 
目標 65 本 

+9 
(+13.36%) 

目標に対し+9 本・+13.36％で目標達
成。 
上記とセットで使用する商品の為、同
じ理由による。 

引き続き防水メーカー

の取扱商材及び自社開

発の工法として、全国展

開で拡販を進めると共

に、コアコーン単独での

拡販も検討する。防水工

事の仕様を見直す事に

より施工の省力化を行

い施工費のコストダウ

ンを目指す。 
省資源 施工歩留向

上（kg／㎡） 
2.35 

－0.5 
(－19.64%) 

目標に対し－19.64％で目標達成。 
指定の施工条件の中でムダのないよう

努めた結果と思われる。 

引き続き歩留に注意し

て工事を進める。 

＊化学物質の取扱及び保管等の管理はＳＤＳに従って適正に行った。 
＊環境経営計画の実施状況の評価は 8 ページに記載。 
 

Ⅷ 環境関連法規等への違反、訴訟等の有無 

主な環境関連法規 
環境関連法規等の

名称(略称) 

適用対象 規則・届出内容 アイ･レックの対応 

建設リサイクル法 ・対象建設工事の発注者 
分別解体の対象工事は、解体(80
㎡以上),新築・増築(500 ㎡以上,   
リフォーム(1 億円以上)及び 土

木など(500 万円以上) 

・発注者又は自主施工者は、着工 7
日目までに、工事内容を提出 
・分別解体の実施、・特定建設資材

の再資源化 

・該当工事発生時点で対応 

廃棄物処理法 ・一般廃棄物、産業廃棄物の排出

事業者 
・産業廃棄物保管基準の遵守 
・委託契約の締結 
・マニフェスト返送管理 
・処分先の確認（努力義務） 
・マニフェスト交付等状況報告 

・管理責任者 －池村博海 
・マニフェスト保管-総務部 
・前年度分を宇都宮市長に

報告（6 月末まで） 

騒音規制法 ・特定施設を設置する事業者 
・特定建設作業 

・特定施設の設置届出 
・特定建設作業の届出 
・敷地境界における騒音基準の遵

守（工事：85dB） 

・該当設備を設置時に対応 
・該当工事発生時点で対応 
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振動規制法 ・特定施設を設置する業者 
・特定建設作業 

・特定施設の設置届出 
・特定建設作業の届出 
・敷地境界における振動基準の遵

守（工事：75dB） 

・該当装置を設置時に対応 
・該当工事発生時点で対応 

労働安全衛生法 ・石綿が使用された建築物の解体

作業 
・作業計画の作成（曝露防止対策） 
・特別教育の実施（発散防止、保

護具の使用方法等） 
・特殊健康診断の実施（６ヶ月毎） 
・じん肺健康診断(３年以内に１回） 

・作業計画の作成 
・特別教育の実施 
・規定の健診の実施 

大気汚染防止法 ・石綿が使用された建築物の解体

等の作業 
・有資格者による事前調査 
（令和 5 年 10 月以降） 

・都道府県知事への届出（14 日前

まで） 
・作業基準の遵守（湿潤化等） 
(当該建築物の延べ面積が 500㎡以

上且つ石綿面積が 50 ㎡以上） 

・届出の提出 
・石綿含有廃棄物の適正処

理  
 

消防法 ・規定する危険物の保管・取扱い ・少量危険物貯蔵所設置届（指定

数量の 1/5 以上、指定数量未満） 
・少量危険物の貯蔵は指定

数量未満で管理する（シン

ナー等） 
ＰＲＴＲ法 ・指定化学物質を使用する事業者 ・常用雇用者 21 人以上、第１種指

定化学物質を使用する事業者 排

出量、移動量の報告（前年度分を

６月末までに） 
・ＳＤＳによる周知 

・当社は対象外（従業員数

が 21 人以下） 
・化学物質の管理はＳＤＳ

を入手する等適切に行な

っている 
フロン排出抑制法 ・業務用エアコン 1 台 ・簡易点検の実施及び記録（3 カ月

毎） 
・定期点検の対象機器

(7.5kw 以上)はない 
再生可能エネルギ

ー電気調達に関す

る特別措置法 

・太陽光発電事業所 ・太陽光発電標識の掲示義務 
・運転費用の定期報告義務 

・標識の掲示 
・経済産業省資源エネルギ

ー庁(JPEA)へ電子申請（毎

年 2 月目安） 
 
令和 4 年 11 月 19 日に、取りまとめている環境関連法規等に従って遵守状況をチェックした結果、

違反はありませんでした。特に、廃棄物処理法における保管管理やマニフェストの管理等が適切に行

なわれていることを確認しました。 
  また、工事に関る騒音・振動等の苦情もありませんでした。 

尚、関係する役所からの違反等の指摘も、過去５年間ありません。同様に訴訟等もありません。 

 

Ⅸ 代表者による全体評価と見直しの結果 

廃油の排出量が中期目標に対し 2.04％増加し目標未達成になってしまったが、前年度比では－69.23％
と大幅に削減しており取組みは問題ないと思われる。 
原因は液体状の材料使用が増加要因と思われる。定期的に使用する材料メーカー以外の材料を指定され

ることが多かった為、使用期限切れ、開封済み材料ロスが生まれてしまった。 
その他の建設廃棄物では、中期目標に対し－24.75％となっており目標達成している。 
内容としては、買い取り可能なアルミ、ステンレス等の有価償却できる分別可能な材料は 
出来るだけリサイクル施設に持ち込み有価償却を行っており、ゴミの削減、産業廃棄物コストの圧縮、 
資源のリサイクルの意識は評価できる。 
廃油の増加の理由は業務上やむを得ないが、出来るだけ材料ロスをなくし材料発注時の制度を高めてい

く。 
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日常的に倉庫整理を行い、材料の先入、先出の並び替えを行い、材料の在庫を先に使い切り、使用期限

切れ、開封済みのロスをなくし、発注先に対し、なるべく、定番の材料が使用できるよう提案をしてい

く。 
ガソリン使用量、水使用量、省資源、環境負荷低減に資する製品の拡販では目標達成しており、社員の

エコドライブ、節水、省資源の意識が根付いていると感じられます。 
今回の結果のみに一喜一憂せず、自分達ができることは、些細なことでも積極的に取り組んでいくこと

が大事である。 
また、これまでと同様に、工事での安全作業はもとより、法令遵守を含めた環境への影響に配慮した活

動等に留意しながら、現在の実施体制のもとで、よくコミュニケーションを図りながら、環境経営の運

用についてしっかりと展開していく事を望む。 


